様式第４号（第６条関係）

佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金実績報告書兼請求書
　　　年　月　日
（提出先）佐久市長　　　　　　　
	事業所又は営業所住所
事業所又は営業所名称
	


	役職名及び代表者名又は氏名
	



[bookmark: _GoBack]　年　月　日付けで決定通知のあった佐久市中小企業エネルギーコスト削減助成金について、関係書類を添えて報告（請求）します。

支出決算及び助成金請求額　（単位：円）
	品目、数量、工事内容等
	金額
	助成対象経費金額
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計金額
	
	
	

	助成金請求額
	
	

	助成対象経費等条件の確認
	[bookmark: _heading=h.e87byql9dvcn]□交付要綱第３条第１項の区分ごとに行うものとする。
[bookmark: _heading=h.6wycukvl8o3s][bookmark: _heading=h.5rfntnr614d5]□助成金申請額について、付帯設備は助成対象経費の３分の１以内の額とし、２５万円を上限 とする。生産設備は助成対象経費の３分の１以内の額とし、３００万円を上限とする。
□申請額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
□付帯設備にあっては一つの申請につき、各対象設備一つの設備等で３項目までを限度とする。
□同一設備等に対する助成は１回限りとする。
□中古品又はリース取引に基づき取得した設備等の購入に係る経費ではない。
□自宅兼事務所等に設置する場合、専ら事業の用途に供されるものであり、事業用として使用する区域に設置されるものである。
□設備等に係る保証料、保険料、保守サポート費用及び手数料に係る経費を含まない。
□消耗品、汎用性の高い附属品等に係る経費を含まない。
□既存設備等の修繕に係る経費を含まない。
□電子計算機（コンピュータ、サーバ類）、磁気ディスク装置その他主に事務的用途として利用される機器類に係る経費を含まない。
□その他適切でないと認められる経費を含まない。


（添付書類）
（１）更新後の設備等及び設置場所が確認できる写真及び図面
（２）助成対象経費に係る契約状況が分かる書類及び領収書の写し
（３）対象設備の省エネルギー効果等について、具体的な数値により、メーカー又は納入・設置業者等が証明したもの
（４）その他市長が必要と認める書類
	振込先
	金融機関・支店名
	

	
	口座種別
	普通　　当座
	口座番号
	

	
	（フリガナ）
口座名義
	

	
	
	



